
                                              

                                                                                                                            

 

 

                                              

     

                              
 

 

  

                                                                            

                           

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

  

  

 

                                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 
  

 

 

                                    
                        

 

 

私たちは、地域住民の食生活改善のため、メンズキッチンやふれあいサロン参加者へのお菓

子の提供、鹿児島市が主催する健康づくり関係行事等への協力など、地域住民の健康及び体力

を向上させる食育の活動を行っています。和気あいあいとした雰囲気の中で、楽しく活動して

みませんか！  

 

 

 

い 今 日 も き

4 

い き ！ 

皆様方におかれましては、お健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。

昨年は、当館をご利用いただきありがとうございました。 

さて昨年 4月より鹿児島市の公共施設予約新システムの導入に伴い、西谷山福祉館

でも新たにスマホ等による施設の利用申請ができるようになりました。 

従来からの紙様式での申請も引き続き併用しておりますが、利便性の高いスマホ等

での申請方法についても全職員でサポートしておりますので、ぜひご検討くださるよ

うお願い申し上げます。 

また、インフルエンザや新型コロナウイルスの感染防止のため、皆様には引き続き

消毒や換気の徹底をお願いすると共に、十分な休養と栄養を摂って元気で一年お過ご

しくださるようお祈り申し上げます。 

今年も、地域の皆様から親しまれる地域福祉活動の拠点として、また趣味活動や交

流の場として、気軽にご利用いただけるよう努めてまいります。 

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。          

 西谷山福祉館 職員一同 

 

 

 

地域の皆様との親睦・交流をはかるため、第 2回福祉館イベントを計画しました！ 

皆様のご来館を心よりお待ちしています。楽しいミニゲームもあります。 
 

① 社協出前講座・交流会 

日  時 ： 令和６年２月２１日（水）１０：００～１１：４０ 

場  所 ： 西谷山福祉館 １階洋室 

内  容 ：「成年後見制度について」（鹿児島市成年後見センター）  

なお、事情により、日時等が変更になる場合もございます。その際は、

玄関前案内や掲示板でお知らせしますのでご了承ください。 
 

② 福祉館利用団体の作品展示 

水墨画・柿の実お達者クラブ作品等 

展示期間 ： 令和６年２月下旬～３月上旬（２週間程度） 

場  所 ： 西谷山福祉館１階ホール・洋室等 

 

☆ 休 館 日 ☆ 

年末年始（12 月 29 日～１月３日）及び第２月曜日 

※ 令和 6 年初開館日  1 月 4 日（木）9 時から 

※ 令和 6 年 2 月分使用許可申請及び 3 月分抽選申込 

受付日 1 月 4 日（木）9 時から 

第 2回西谷山福祉館イベントのご案内 
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鹿児島市西谷山福祉館 
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管理運営：指定管理者 

鹿児島市社会福祉協議会 

西谷山福祉館だより

 
地域福祉館ネットワーク団体登録制度のご案内 

 
地域で福祉活動を行う団体等が地域福祉館に団体

登録することで、各種支援が受けられます。 
 

〇 登録によるメリット 
・ 福祉館の使用申請が６ケ月前から行えます。 
・ 地域福祉支援ルームを打合や資料作成の場とし

て利用できます。 
・ 資料作成や整理のため、福祉館に備えてあるパソ

コン、コピー機、輪転機、キャビネットを利用でき
ます。 

 
〇 登録の要件 
・ 市内に居住する概ね５人以上の者で構成され、地

域の団体や個人と連携した福祉活動を行う団体で
あり、規約または会則を定めていること。（営利活
動や特定の宗教、政党等を支持する活動を目的と
していないこと。） 

 

 

 

 

 

鹿児島市食生活改善推進員協議会西谷山ブロック会員を募集しています！ 

会員の皆さん

集合写真 

メンズキッチンの様子 

会員募集中で～す!(^^)!   ☆問い合わせ先 ： 個人情報非公開（稲森） 

 

～地域の皆様と共に～

 
ふれあい子育てサロン (ﾊﾞﾙｰﾝｱｰﾄ)  

 

 

 
柿の実お達者クラブ（ﾐﾆ運動会） 

 

 

  

 

 

 

成年後見制度 

とは何だろ

う！ 


